
別表１ 

 

（１） 清掃活動（道路、河川、公園、その他公共施設の清掃等） 

（２）スポーツ活動・文化活動 

自治会・町内会のスポーツ大会、文化祭や、地域に存在するスポーツ・文化

団体が市内で予選を行い、本市の代表として上位の公式大会に参加するもの 

（３）市の行う行事及び事業（但し、放課後児童会活動は対象としない。） 

（４）その他これらに類する事業又は活動 

防火・防災訓練、防犯活動、盆踊り、町内会まつり、講習会、研修会、子ど

も会 

 

備考：日帰り活動に限る。 


